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省への移行の必要性について



「国の防衛」は国家の最も基本的な任務

○ 「国の防衛」は国家の最も基本的な任務であり、国民の安全・安心を確保し、国が発
展と繁栄を続けていく上で必要不可欠

○ 防衛力は、侵略を排除する国家の意思と能力を表す安全保障の最終的担保であり、
諸外国の防衛を担う行政組織は、すべて「省」（Ministry / Department）と位置付け

「国の防衛」を担う行政組織を「省」と位置付けることが必要
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諸外国の防衛担当組織との行政組織上の位置付けの違い（英国の場合）

我が国 英 国
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今「防衛」に求められているもの

政府として次のような対応が必要

○ 迅速かつ的確な現地情勢・ニーズの把握と国益にかなった派遣地域の選択が必要

○ 現地のニーズに対し、自衛隊による人的貢献にODAなどを組み合わせた効果的な

支援が必要

○ 諸外国の防衛担当組織等との対等で友好的な関係の構築が必須

○ イラク政府や米国、英国、豪州といった派遣国との信頼関係を重視しつつ、国益を
損なわない撤収方法や時期の判断が必要

イラク人道復興支援活動の教訓

・ 諸外国の防衛担当組織との対等な位置付け、
・ 防衛と外交と「両輪」で国際平和に取り組むこと、が必要

日米首脳会談 英国軍司令との会談（イラク共和国サマーワ市） サマーワ市民との懇親
２



北朝鮮の弾道ミサイル発射の教訓

米国防省と対等に交渉し得る「組織」であることが必要

○ 本年７月、北朝鮮が弾道ミサイル７発を発射するも、現在、日本に防衛能力なし

○ このため、現在進めている自衛隊の弾道ミサイル防衛（BMD)システムの配備の前倒
しを行うため、米国防省および米国務省との交渉を実施

○ また、米軍のPAC-3やSM-3搭載イージス艦が早期に国内に配備されるよう、米国防

省との交渉を実施

日米首脳会談 日米安全保障会議（２＋２） 海上配備型（SM-3) 陸上配備型（PAC-3) ３



米軍再編（基地問題）の教訓

米国との交渉や地方自治体等への対応ついて、責任と権限を持っ

て調整し得る「組織と能力」が必要

○ 約２年に渡る協議を経て、本年５月、「再編実現のための日米のロードマップ」を合意

○ 米国との協議に際しては、抑止力の維持を図りつつ、沖縄をはじめとする地元負担の
軽減とグァムへの移転経費の負担について、粘り強く、かつ戦略的に交渉

○ 地方自治体に対しては、誠意を持って継続的な協議を行い、地方自治体の要望に配
慮した地域振興策、返還跡地利用策等を検討

日米安全保障会議（２＋２） 稲嶺沖縄県知事との会談 米海兵隊普天間基地（沖縄県宜野湾市）
４



○ 冷戦終結後、有事法制、テロ対処、イラク人道復興支援、弾道ミサイル対処など、
約５０の措置を実施（法律制定等３５、条約締結等９、閣議決定８）

○ 阪神淡路大震災以後、災害から国民の安全・安心を守るため、約９千回の活
動を実施し、約２７３万人の隊員が従事

○ 国際社会の平和に貢献するため、約２０回の国際平和協力活動を実施し、
約３万人の隊員を派遣

○ 本年６月の日米首脳会談でも安全保障に関する議論が中心
→ 『日本国民は自衛隊のテロとの闘いに対する貢献を誇りに思うだろうし、

米国民もこのような勇敢な同盟国と協力することを誇りに思う。』（ブッシュ大統領）

防衛庁・自衛隊の任務の増大
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ＰＫＯ・人道的な国際救援活動

在外邦人等輸送

警護出動

（権限強化（自主派遣基準の明確化、警察官との同等の権限））

（一部任務の凍結解除）

（権限強化（テロ・ゲリラへの対応））

弾道ミサイル対処

治安維持

日米物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）

災害派遣

国際緊急援助活動

国土防衛

テロ特措法に基づく活動

周辺事態安全確保法に基づく活動

ｲﾗｸ特措法に基づく活動

国民保護等派遣

役割拡大

ＰＫＯ・人道的な国際救援活動

在外邦人等輸送

警護出動

（権限強化（自主派遣基準の明確化、警察官との同等の権限））

（一部任務の凍結解除）

（権限強化（テロ・ゲリラへの対応））

弾道ミサイル対処

治安維持

日米物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）

災害派遣

国際緊急援助活動

国土防衛

テロ特措法に基づく活動

周辺事態安全確保法に基づく活動

ｲﾗｸ特措法に基づく活動

国民保護等派遣

役割拡大
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これらを踏まえれば「省」への速やかな移行が必要

これまでの防衛庁・自衛
隊の活動からの教訓

国の防衛を担う行政
機関としての位置付け

防衛庁・自衛隊の
任務の増大

○ 「国の防衛」は国家の最も基本的な任務
○ 防衛力は安全保障の最終的担保
○ 諸外国の防衛担当組織は全て「省」

○ 諸外国の防衛担当組織と対等な位置付け
○ 諸外国などと対等で強力に交渉し得る能力
○ 責任と権限をもって調整し得る「組織と能力」

○ 防衛庁・自衛隊の活動の拡大
○ 防衛庁・自衛隊の任務の重要性の増大
○ 防衛政策全般の企画立案能力の強化

英国軍司令との会談

６



防衛庁を省に移行させるための法律案
について



法律案提出までの経緯

７

平成 9年 行革会議最終報告「新たな国際情勢下における我が国の防衛基本問題については、政治
の場で議論すべき課題である。」

平成13年 「防衛省設置法案」議員提案で国会提出（衆議院解散により廃案）

平成14年 与党３党合意「有事法制成立後において、・・・防衛庁の省昇格を最優先課題として取り組む」

昨年12月 5日 自民党・公明党 （２幹事長２政調会長）、与党間で協議を開始することに合意

本年 6月6日 自民党政調審議会・総務会において了承
6月8日 公明党政調全体会議において了承

安全保障会議決定
6月9日 閣議決定・国会提出
6月16日 通常国会終了に伴い継続審議

昭和39年 省移行法案閣議決定（国会提出には至らず）

１ 昨年１１月までの議論 －昭和２９年 防衛庁発足－

２ 昨年１１月以降の最近の動向

・与党安保プロジェクトチーム（山崎座長）９回
・自民党国防部会等４回
・公明党合同部会等１４回



法律案のポイント（１）

８

防 衛 庁 の 省 へ の 移 行

○ 防衛庁を「省」と位置付け、危機管理体制を強化
○ 現在の国の防衛に関する主任の大臣は、内閣府の長である内閣総理大臣

国の防衛に専従する主任の大臣を置き、様々な危機に迅速・的確に対処
防衛庁長官は、主任の大臣ではないことから、国の防衛に関し直接閣議を求めることなどがで
きない

○ 諸外国の国防組織は全て「省」。一般的に「庁」は、決められた事項を実施する組織
諸外国と同様の位置付けとし、国際社会における立場を強化
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すっきりとした行政組織へ



防衛庁防衛庁

Japan Japan 
Defense Defense 
AgencyAgency

日本日本

周辺諸国 欧米諸国

カンボジアカンボジア 国防省国防省
Ministry of National Ministry of National 

DefenseDefense

インドネシアインドネシア 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

韓国韓国 国防部国防部
Ministry of National Ministry of National 

DefenseDefense

北朝鮮北朝鮮 人民武力部人民武力部
Ministry of the PeopleMinistry of the People’’s s 

Armed ForcesArmed Forces

シンガポールシンガポール 国防省国防省 Ministry of Ministry of DefenceDefence

タイタイ 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

中国中国 国防部国防部
Ministry of National Ministry of National 

DefenseDefense

フィリピンフィリピン 国防省国防省
Ministry of National  Ministry of National  

DefenseDefense

ベトナムベトナム 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

マレーシアマレーシア 国防省国防省 Ministry of Ministry of DefenceDefence

台湾台湾 国防部国防部
Ministry of National  Ministry of National  

DefenseDefense

ミャンマーミャンマー 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

オーストラリアオーストラリア 国防省国防省
Department of Department of 

DefenceDefence

ニュージーランドニュージーランド 国防省国防省 Ministry of Ministry of DefenceDefence

アメリカ合衆国アメリカ合衆国 国防省国防省
Department  of Department  of 

DefenseDefense

イギリスイギリス 国防省国防省 Ministry of Ministry of DefenceDefence

イタリアイタリア 国防省国防省 Ministry of  DefenseMinistry of  Defense

オーストリアオーストリア 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

オランダオランダ 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

カナダカナダ 国防省国防省
Department  of Department  of 

National DefenseNational Defense

スウェーデンスウェーデン 国防省国防省 Ministry of  DefenseMinistry of  Defense

スペインスペイン 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

ドイツドイツ 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

フランスフランス 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

ベルギーベルギー 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

ロシアロシア 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

ノルウェーノルウェー 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

フィンランドフィンランド 国防省国防省 Ministry of DefenseMinistry of Defense

諸外国における国防組織 （参考）
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自衛隊法第６章「自衛隊の行動」
（本来任務）

・防衛出動

・災害派遣 等

・治安出動

・海上警備行動

○ これまで自衛隊の国際平和協力活動には、約３万人が約２０回の活動に従事し、内外
から高い評価
平成３年のペルシャ湾への掃海艇派遣、平成４年のカンボジアPKOを皮切りに、多くのPKO、国

際緊急援助活動やテロ特措法に基づく対応措置、イラク人道復興支援を実施

○ 我が国の平和と安全をより確固たるものとするためにも、国際平和のための活動に、
これまで以上に主体的・積極的に対応していくことが必要

○ 現在、国際平和協力活動等は、自衛隊の「付随的任務」との位置付け
付随的任務とは、「本来の任務」に支障が生じない限度で、既存の能力を活用して対応するもの

自衛隊の「本来任務」と位置付けることで、省への移行と相俟って、
国際平和への我が国の取組み姿勢を内外に明確化

・周辺事態における後方地域支援等

自衛隊法第８章「雑則」
（付随的任務）

・国際緊急援助活動等

・在外邦人等の輸送 ・機雷等の除去

国際平和協力活動等の本来任務化

法律案のポイント （２）

１０

・国際平和協力業務等

本来任務へ



法律案のポイント （３）

省の名称は「防衛省」

○ 「防衛庁」という名称は、５０年あまり国民に親しまれ定着
○ 「防衛」は、「防衛大綱」など、専守防衛を基本政策とする我が国で確立された用語

防衛政策の基本は変更せず

○ 我が国の防衛政策の基本である「シビリアン・コントロール」、「専守防衛」、「節度あ
る防衛力の整備」、「海外派兵の禁止」、「非核３原則」、「軍事大国とならない」は、変
更せず
シビリアン・コントロールとは、政治の軍事に対する優先（文民統制）
我が国においては、国会による統制、内閣の統制等様々のレベルでのシビリアン・コントロール
が担保されている

１１

○ PKO参加５原則、武器使用権限など、国際平和協力活動に関する現行法上の枠組

みについても、変更せず

国 会

自衛隊

内 閣

自衛隊

・ 法律・予算の議決

・ 防衛・治安出動等の承認

・ 最高指揮監督権

・ 防衛・治安出動等の下令

安全保障会議



防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の内容

○ ①省移行、②国際平和協力活動等の本来任務化、③安全保障会議の諮問事項への追加を一括して措置
○ 防衛施設庁を１９年度に廃止し、防衛省本省へ統合すること等を附則に明記
○ 施行は、法案成立後早期に施行（公布の日から３月以内）

○ 「防衛省設置法」に改正（「防衛庁」→「防衛省」、「防衛庁長官」→「防衛大臣」等）

○ 内閣の首長としての「内閣総理大臣」→引き続き「内閣総理大臣」

（自衛隊の最高の指揮監督権、防衛出動の下令等）

○ 内閣府の長としての「内閣総理大臣」→主任の大臣となる「防衛大臣」

○ 次の活動を自衛隊の本来任務と位置付ける。

○ 諮問事項に自衛隊の国際平和協力活動及び周辺事態への対処を追加

１２

省移行関連法案全体

１ 防衛庁設置法の一部改正

２ 自衛隊法の一部改正

３ 安全保障会議設置法の一部改正

・国際緊急援助活動等 ・国際平和協力業務等 ・テロ特措法に基づく活動 ・イラク特措法に基づく活動
・機雷等の除去 ・在外邦人等の輸送 ・周辺事態における後方地域支援等

○ 内閣府に置かれている防衛庁を、各省並びの防衛省と位置付ける（内閣府設置法、国家行政組織法の改正）
○ ７０の関係法律について、所要の改正（「防衛庁」→「防衛省」、「防衛庁長官」→「防衛大臣」等）

４ 関係法律の一部改正
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